施行基準第１６号様式

承　諾　書
(活水器(浄水器)設置条件)
令和　　年　　月　　日
（宛先）流山市上下水道事業管理者

	水栓番号
	

	設置場所
	

	設置者
（所有者）
	住　所
氏名(※)
電話番号
	

	形式名
（認証番号）
	会社名　　　　　　　　品番
認証番号


　※本人（代表者）が手書きしない場合は、押印してください。

給水装置の主管部に活水器又は浄水器（以下「活水器等」という。）の設置にあたり、下記の条件を承諾します。
記
１ 日本水道協会等（自己認証を含む）の認証品を使用すること。
２ メーターから１ｍ以上離れた下流側の維持管理しやすい箇所に設
置すること。
３ 活水器等に起因して問題が生じた場合は、設置者（所有者）及び　使用者が責任をもって解決すること。
４ 活水器等の上流側に水栓を設置すること。
５ 活水器等の上流側に逆止弁を設置すること。ただし、メーターに　近い場合その他、機器本体に逆流防止機能を有している場合などを除く。
６ 活水器等の設置にあたっては、損失水頭を考慮した流量計算を行うなど、必要な水頭が確保されているか給水装置工事主任技術者が　確認していること。
７ 設置者（所有者）以外に使用者がいる場合は、活水器等の設置状況、管理責任等について十分説明し、使用について承諾を得ておくこと。
８ 活水器等の維持管理は、設置者（所有者）及び使用者が適正な管理を行うこと。
９ 活水器等の設置に伴う水質管理は、設置者（所有者）及び使用者の責任において管理すること。
10　今後、当該給水装置を譲渡等する場合は、この確約事項を継承する　こと。
